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道路ネットワークのサービス向上を図るためには、都市における各道路の役割を明確化し、その求めら

れる機能に応じた道路の階層化を図ることが重要である。中でも、通行機能を重視すべき道路においては、

速達性を表す旅行速度がサービス水準の指標となり得る。これらを踏まえ、本稿では、都市間道路の旅行

速度の変化に着目し、道路の階層性を評価する指標の検討を行った。検討にあたっては、平成22年度道路

交通センサスデータを用い、2都市間の最短時間経路探索により選定した都市間道路を対象に、該当ルー

トの移動距離と旅行速度を交通調査基本区間毎に明確化した。これを元に、階層性を評価する指標を提案

し、指標値の算定を行った。指標は、理想的な階層性の実現度の評価、道路構造や規制速度など現状機能

の達成度の評価、特定区間（アクセス・イグレス区間、都市間連絡区間）の評価別に複数設定し、指標値

の算定結果よりその妥当性を考察した。 
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1. はじめに 

 

道路ネットワークのサービス向上を図るためには、各

道路の役割を明確化し、その求められる機能に応じた道

路の階層化を図ることが重要である。このことは既に多

くの論文で提起されており、交通機能（通行機能とアク

セス機能）と都市・拠点間の連絡スケールに応じた道路

階層区分などが提案されている 1),2)など。また、図-1に示

すように都市間の移動は道路階層に従い「下位（生活道

路）」→「上位（都市間連絡道路）」→「下位」の順で

利用されるべきであり、各階層の道路をスムーズに移動

できるような道路ネットワークが理想であるとしている
2),3)など。 

都市間の移動が道路階層に従いスムーズにできている

かどうかの評価について、橋本ら 3)は都市間道路詳細カ

ルテを作成し、旅行速度の推移を確認した上で平均旅行

速度の連続性の問題箇所を明確化している。 

このような道路階層の評価をより簡易にわかりやすく

実施するためには、評価指標を作成して道路階層のスム

ーズな移動の度合いを数値化することが有効であると考

え、本稿では、都市間道路の旅行速度の変化に着目し、

道路の階層性を評価する指標の検討を行った。 

 

2. 都市間道路の階層性を評価する指標を設定す

るにあたっての考え方 
 

(1) 指標設定の考え方 

「分析時に着目する視点（マクロ～ミクロ）」及び

「分析の切り口」の大きく2つの着眼点の組合せで、指

標を設定することとした。 

「分析時に着目する視点」では、評価区間全体を捉え

て評価するマクロ的な視点と、個別の問題事象を抽出し

て評価区間の走行安定性を評価するミクロ的な視点から

指標を設定した（図-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

図-1 理想的な都市間移動のイメージ 
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図-2 分析時に着目する視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 分析の切り口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-4 対象とする都市間道路 

 

 

 

 

 

図-5 目標値の設定 

 

「分析の切り口」では、起点～終点までルート全体を

対象にした俯瞰的な評価と、道路構造等が大きく異なる

「高速道路区間」と「アクセス・イグレス道路区間」に

分けた区間毎の評価に着目した（図-3）。 

特にルート全体を対象とした俯瞰的な評価は、全区間

に統一的に用いる目標条件から設定される目標速度に対

する評価と、現在の道路構造が有する性能（規制速度）

に対する評価の2つの評価の切り口を設定した。 

(2) 対象とする都市間道路 

橋本ら3)は、都市間道路のサービス水準の分析と道路

階層性の評価を行うに当たり、本州34都府県庁所在地

各々のペア（1,122ペア）について，平成22年度道路交

通センサスの昼間12時間平均旅行速度の結果を用いて，

2つのルート（高速道路活用ルートと一般道路のみルー

ト）の最短移動時間となる経路の探索を実施している。

本稿では、橋本らが探索した最短時間経路データのうち、

最短時間経路距離が300km以下の高速道路活用ルートの

データ（328経路）を対象に分析を行った（図-4）。 

 

3. 都市間道路の階層性を評価する指標の提案 
 

(1) 指標の設定 

「分析時に着目する視点（指標1～指標4）」及び「分

析の切り口（指標a～指標d）」のマトリクスに当てはま

る指標を設定した。表-1に設定した指標一覧を示す。 

(2) 目標値の設定 

指標の設定では指標1-aなど目標値との差を評価する

指標も作成した。本検討では、高速道路（都市間連絡部

分）の旅行速度とアクセス距離の目標値を定めた。図-5

にそれぞれの目標値を示す。 

a) 高速道路（都市間連絡部分）の旅行速度の目標値 

今後の高速道路のあり方検討有識者委員会では、「高

速道路ネットワークに求められる主な機能として、主要

な都市間・地域間について、走行性が高い国道も活用し

つつ、安全性にも配慮して、連絡速度 60km/h～80km/h

程度のサービスレベルを確保する」としている 6)。船田

ら 7)は、アンケート調査より移動距離別の希望旅行速度

を設定しており、移動距離が長くなるにつれて，希望旅

行速度が高くなる傾向が確認されている。移動距離

60km 程度で 75%以上の道路利用者が満足する旅行速度の

水準は80km/hとなっている。性能照査型道路計画設計の

ための交通容量とサービス水準に関する研究グループで

は、道路階層別の目標速度の目安を示しており、階層区

分が地域間連絡の場合の自動車専用道路の目標旅行速度

を100km/hとしている8)。 

以上のように、既往の検討では、都市間全体では

60km/h～80km/h 程度の旅行速度が求められ、地域間の高

速道路に着目すると 100km/h を目標としている。本検討

においても、既往の検討と同様に100km/hを高速道路の 
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-1
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旅行速度の目標値として設定した。 

b) アクセス・イグレスの距離の目標値 

IC アクセスについては、主要な空港・港湾などの交

通拠点へのアクセス性の向上やICから30分圏の人口カ

バー率の増加など、これまでに様々な検討が行われてい

る。今回の検討では、各都道府県の中心性を有する地点

同士の実際の移動性を評価することが目的であることか

ら、中心性を有する地点として「県庁」を設定し、評価

区間を決定した。最寄り IC から県庁までの目標値は、

分析対象とした328経路の実際の経路距離を集計し（図

-6）、その中央値となる「5.9km」と設定した。 

 

4.  指標の妥当性の考察 
 

表-1に示す指標群を統一的・相対的に比較評価するこ

とを視野に入れ、試算した指標値が1の場合に評価が最

も高くなるように、各指標値を最大値で除すなど調整し

た。試算結果より、設定した指標が妥当であるか確認す

るとともに、その活用方法について考察した結果を以下

に示す。なお、本検討で評価している道路ネットワーク

は平成22年9月時点（平成22年度道路交通センサス）の

ものである。 

 

(1) 指標1-a：目標速度の達成度合を評価する指標 

a) 指標の定義 

目標として設定した旅行速度と距離の面積（図-5）に

対して当該都市間の実際の旅行速度と距離の面積の程度

を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標1-aで最も低い評価となった鳥取県庁から岡山県

庁への旅行速度の推移を図-7 に示す。鳥取県庁から岡

山県庁への自動車専用道路は、鳥取自動車道の智頭 IC

から岡山方面が未整備である。そのため、高速道路利用

区間が短くなっている。このように、目標値を下回る旅

行速度が続いている区間の抽出ができており、指標 1-a

の設定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 1-a の指標値の分布状況を図-8 に示す。指標値

0.8～0.9 に最も多く分布しており、そこを頂点に山型に

分布している。指標値が 0.9 以上と目標値に近い旅行速

度である区間は全体の 22%となっている。 

d) 活用方法 

ミッシングリンクなど、長期的に取り組みが必要な区

間の抽出が可能であり、高速道路ネットワーク全体の評

価や全国の都市間道路サービスの相対比較に活用可能で

ある。 

(2) 指標1-b：規制速度の達成度合を評価する指標 

a) 指標の定義 

規制速度と距離の面積に対して当該都市間の実際の旅

行速度と距離の面積の程度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標1-bで最も低い評価となった滋賀県庁から京都府

庁への旅行速度の推移を図-9に示す。国道1号と京都広

河原美山線の旅行速度が20mk/h程度と低く、規制速度を

下回る旅行速度が続いている。このように、規制速度と

の差が大きい旅行速度が続いている区間の抽出ができて

おり、指標1-bの設定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 1-b の指標値の分布状況を図-10 に示す。指標値

0.8 以上が全体の 95％を占めている。規制速度と差があ

る旅行速度の区間が 5％程度存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 分析対象のアクセス・イグレス距離の分布状況 

 

 

 

 

 

図-7 鳥取県庁から岡山県庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-8 指標1-aの指標値の分布 

 

 

 

 

 

図-9 滋賀県庁から京都府庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-10 指標1-bの指標値の分布 
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d) 活用方法 

現在有する機能が十分に発揮されている（いない）区

間の抽出が可能であり、早期かつ即効性のある対策を行

う必要性の高い区間を抽出するのに活用できる。 

(3) 指標1-c：階層性を考慮したアクセス区間のサービ

ス指標 

a) 指標の定義 

目標として設定したアクセス区間の旅行速度と距離の

面積に対して当該アクセス区間の実際の旅行速度と距離

の面積の程度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標1-cで最も低い評価となった鳥取県庁から福井県

庁への旅行速度の推移を図-11 に示す。鳥取県庁から舞

鶴若狭自動車道まで自動車専用道路が整備されていない

ため、アクセス距離が長く、目標速度からも下回ってい

る。このように、アクセス距離が長く、目標値を下回る

旅行速度が続いている区間の抽出ができており、指標

1-cの設定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 1-c の指標値の分布状況を図-12 に示す。指標値

が下がるにつれて分布数も少なくなる。指標値 0.5 以下

と特にアクセス区間に問題がある区間が全体の 5%程度

存在している。 

d) 活用方法 

アクセス区間に対して、各階層の道路をスムーズに移

動可能か判断することができ、一般道路において階層性

が欠如している区間や混雑による速度低下により階層機

能が低下している区間を抽出するのに活用できる。 

(4) 指標1-d：都市間連絡部分の望ましさを評価する指

標 

a) 指標の定義 

目標として設定した都市間連絡部分の旅行速度と距離

の面積に対して当該アクセス区間の実際の旅行速度と距

離の面積の程度を指標化するものである。 

 

 

 

 

 

 

図-11 鳥取県庁から福井県庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-12 指標1-cの指標値の分布 

b) 妥当性 

指標1-dで最も低い評価となった島根県庁から広島県

庁への旅行速度の推移を図-13に示す。島根県庁から広

島県庁への高速道路は、松江自動車道から南側が未整備

であるため、高速道路利用区間が短くなっている。この

ように、都市間連絡部分において目標値を下回る旅行速

度が続いている区間の抽出ができており、指標1-dの設

定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 1-dの指標値の分布状況を図-14に示す。指標 1-

a と同様に指標値 0.8～0.9 に最も多く分布しており、そ

こを頂点に山型に分布している。 

d) 活用方法 

都市間連絡部分において安定した走行が可能か判断す

ることができ、混雑区間や高速道路未整備区間を有する

ため、走行安定性が確保されていない区間を抽出するの

に活用できる。 

(5) 指標2-b：隣接区間の速度差を考慮した指標 

a) 指標の定義 

隣接区間の速度差が大きくスムーズな走行が困難な区

間の有無及び発生の頻度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標2-bで最も低い評価となった奈良県庁から大阪府

庁への旅行速度の推移を図-15に示す。アクセス区間で

大きな速度低下が2度生じており、近鉄樫原線の跨線橋

区間で旅行速度が上昇後、国道308号が合流する箇所と

国道308号から宝来ランプに向かう際の急カーブの部分

で速度が低下している。このように大きな速度差が生じ

ている区間の抽出ができており、指標2-bの設定は妥当

であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 2-b の指標値の分布状況を図-16 に示す。指標値

0.7～0.8 を頂点になだらかな山型に分布しており、指標

値が 0.9以上と評価の高い区間は 1割弱となっている。 

 

 

 

 

 

 

図-13 島根県庁から広島県庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-14 指標1-dの指標値の分布 
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d) 活用方法 

隣接区間において速度差が大きい箇所が存在する区間

の抽出ができ、交通状況の改善が必要である箇所を抽出

するのに活用できる。 

(6) 指標2-d：都市間連絡部分の隣接区間の速度差を考

慮した指標 

a) 指標の定義 

都市間連絡部分において隣接区間の速度差が大きくス

ムーズな走行が困難な区間の有無及び発生の頻度を指標

化するものである。 

b) 妥当性 

指標2-dで最も低い評価となった京都府庁から滋賀県

庁への旅行速度の推移を図-17に示す。京都府庁から滋

賀県庁への高速道路区間は名神高速道路の大津ICから京

都東ICの1区間のみであり、それが分母となるため評価

が低くなる。このように高速道路の区間が短いケースの

抽出ができており、指標2-dの設定は妥当であると考え

られる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 2-d の指標値の分布状況を図-18 に示す。指標値

が下がるにつれて分布数も少なくなる。指標値が 0.9 以

上と都市間連絡部分で速度差が少ない区間は 4割弱とな

っている。 

d) 活用方法 

都市間連絡部分の隣接区間において速度差が大きい箇

所が存在する区間の抽出ができ、交通状況の改善が必要

である箇所を抽出するのに活用できる。 

(7) 指標3-b：平均速度以上で走行できる延長割合 

a) 指標の定義 

全国平均速度（70.4km/h）以上の快適な走行が可能な

区間の割合を指標化するものである。 

 

 

 

 

図-15 奈良県庁から大阪府庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-16 指標2-bの指標値の分布 

 

 

 

 

図-17 京都府庁から滋賀県庁への旅行速度の推移 

b) 妥当性 

指標3-bで最も低い評価となった鳥取県庁から岡山県

庁への旅行速度の推移を図-19に示す。鳥取県庁から岡

山県庁への高速道路は鳥取自動車道の智頭ICから岡山方

面が未整備であるため、高速道路利用区間が短く、高速

道路を含む全区間において全国平均速度の70.4km/hを下

回る。このように平均速度以上で走行できる延長が短い

区間の抽出ができており、指標3-bの設定は妥当である

と考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 3-bの指標値の分布状況を図-20に示す。0.8～0.9

に最も多く分布しており、そこを頂点になだらかな山型

に分布している。指標値 0.5 以下と特に平均速度未満で

走行する延長が長い区間は全体の 13%程度存在している。 

d) 活用方法 

旅行速度が低速である区間の抽出が可能であり、混雑

区間や高速道路未整備区間を有する区間など交通状況の

改善が必要である箇所を抽出するのに活用できる。 

(8) 指標3-d：都市間連絡部分の全国平均速度以下の面

積割合 

a) 指標の定義 

都市間連絡部分において混雑区間もしくは高速道路未

整備区間と考えられる全国平均速度以下の区間の発生の

程度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標3-dで最も低い評価となった広島県庁から島根県

庁への旅行速度の推移を図-21 に示す。広島県庁から島

根県庁へ浜田自動車道または中国自動車道を利用する場 

 

 

 

 

 

 

図-18 指標2-dの指標値の分布 

 

 

 

 

 

図-19 鳥取県庁から岡山県庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-20 指標3-bの指標値の分布 
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合、大きく迂回する必要がある。そのため、浜田自動車

道の大朝ICから一般道を利用する経路となっており、一

般道利用部分において全国平均速度の70.4km/hを下回っ

ている。このように平均速度以上で走行できる延長が短

い区間の抽出ができており、指標3-dの設定は妥当であ

ると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 3-d の指標値の分布状況を図-22 に示す。指標値

が下がるにつれて分布数も少なくなる。指標値 0.5 以下

と特に平均速度未満で走行する延長が長い区間は全体の

12%程度存在している。 

d) 活用方法 

旅行速度が低速である区間の抽出が可能であり、高速

道路未整備区間を有する区間など交通状況の改善が必要

である箇所を抽出するのに活用できる。 

(9) 指標4-b：大きな速度低下の発生確率 

a) 指標の定義 

全国平均速度でスムーズに走行していた状況から

20km/h以上の大きな速度低下の有無及び発生の頻度を指

標化するものである。 

b) 妥当性 

指標4-bの指標値と区間距離の関係を図-23に示す。全

国平均速度の70.4km/h以上の速度から20km/h以上速度が

低下する頻度を区間距離で除しているため、区間距離が

短い方の評価が低くなる傾向がある。ただし、問題箇所

の抽出はできているため、指標4-bの設定は妥当である

と考えられる。 

 

 

 

 

 

 

図-21 広島県庁から島根県庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-22 指標3-dの指標値の分布 

 

 

 

 

 

 

図-23 指標4-bの指標値と区間距離の関係 

c) 指標値の分布傾向 

指標 4-b の指標値の分布状況を図-24 に示す。96%が

指標値 0.9～1.0 に分布しており、残りの 4%が大きな速

度低下を有する問題区間である。 

d) 活用方法 

高い速度から大きく速度が低下する箇所を有する区間

の抽出が可能であり、早期かつ即効性のある対策を行う

必要性の高い箇所を抽出するのに活用できる。 

(10) 指標4-c：アクセス・イグレス区間の大きな速度低

下の発生確率 

a) 指標の定義 

アクセス・イグレス区間における20km/h以上の大きな

速度低下の有無及び発生の頻度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標4-cで最も低い評価となった愛知県庁から大阪府

庁への旅行速度の推移を図-25に示す。イグレス区間に

おいて、阪神高速東大阪線（都市高速道路）から赤川天

王寺線（主要地方道（指定市市道））に移るため、急激

な速度低下が発生している。このようにアクセス・イグ

レス区間における大きな速度低下が生じる区間の抽出が

できており、指標4-cの設定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 4-c の指標値の分布状況を図-26 に示す。指標値

が下がるにつれて分布数も少なくなる。指標値 0.5 以下

とアクセス・イグレス区間において大きな速度低下が発

生する区間は全体の 4%程度存在している。 

 

 

 

 

 

 

図-24 指標4-bの指標値の分布 

 

 

 

 

 

 

図-25 愛知県庁から大阪府庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-26 指標4-cの指標値の分布 
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図-27 奈良県庁から京都府庁への旅行速度の推移 

 

 

 

 

 

 

図-28 指標4-bの指標値の分布 

 

d) 活用方法 

アクセス・イグレス区間において大きな速度低下が発

生する区間の抽出が可能であり、一般道路において階層

性が欠如している区間を抽出するのに活用できる。 

(11) 指標4-d：都市間連絡部分の大きな速度低下の発生

確率 

a) 指標の定義 

都市間連絡部分における20km/h以上の大きな速度低下

の有無及び発生の頻度を指標化するものである。 

b) 妥当性 

指標4-dで最も低い評価となった奈良県庁から京都府

庁への旅行速度の推移を図-27に示す。京奈和自動車道

と第二京阪道路の間に自動車専用道路の未整備区間があ

り、急激な速度低下が発生している。このように都市間

連絡部分における大きな速度低下が生じる区間の抽出が

できており、指標4-dの設定は妥当であると考えられる。 

c) 指標値の分布傾向 

指標 4-d の指標値の分布状況を図-28 に示す。指標値

0.9 以上が全体の 75％を占め、都市間連絡部分では比較

的安定した走行が可能な区間が多い。 

d) 活用方法 

都市間連絡部分に対して安定した走行が可能か判断す

ることができ、混雑区間や高速道路未整備区間を有する

ため、走行安定性が確保されていない区間を抽出するの

に活用できる。 

(3) 指標の使い方の提案 

指標の指標の特徴等を踏まえ、階層性評価や問題箇所

の抽出等を行うため、「全体の評価」、「特定区間の評

価」、「問題箇所の抽出」の3段階の指標の使い方を図-

29に示す。 

「全体の評価」では、指標1-a（目標速度の達成度合

を評価する指標）と指標1-b（規制速度の達成度合を評

価する指標）を用いて、県庁所在地間の区間全体を評価

する。指標1-aの使い方としては、ミッシングリンクな

ど長期的な取り組みの必要性の評価ができるため、高速

道路ネットワーク全体の評価や全国の都市間道路サービ

スの相対的比較が挙げられる。指標1-bは、現在有する

機能が十分に発揮されている区間の抽出を行うことがで

きるため、早期かつ即効性のある対策が必要とされる区

間の抽出に活用できる。 

「特定区間の評価」では、指標1-c（階層性を考慮し

たアクセス区間のサービス指標）によりアクセス・イグ

レス区間を、指標1-d（都市間連絡部分の望ましさを評

価する指標）により都市間連絡部分を評価する。指標1-

cは、アクセス区間に対して、各階層の道路をスムーズ

に移動しているか判断できるため、アクセス区間におい

て欠如している階層の抽出などに活用できる。指標1-d

は、都市間連絡部分に対して安定した走行が可能か判断

することができるため、混雑区間や高速道路未整備によ

る走行安定性が確保されていない区間の抽出などに活用

できる。 

「問題箇所の抽出」では、隣接区間の速度差を考慮し

た指標（指標2-b、指標2-d）、平均速度以上で走行でき

るOD間延長割合（指標3-b）、都市間連絡部分のサービ

ス指標（指標3-d）、大きな速度低下の発生確率（指標

4-b、指標4-c、指標4-d）を用いて交通状況に問題があ

る箇所の抽出ができるため、早期かつ即効性のある対策

が必要とされる区間（箇所）の抽出などに活用できる。 

 

5. おわりに 

 

本稿では、都市間道路の旅行速度の変化に着目し、道

路の階層性を評価する指標の提案を行い、各指標の指標

値を算定した上でその妥当性について考察した。 

また、それぞれの指標の特徴等を踏まえ、階層性評価

や問題箇所の抽出等を行うための指標の使い方を提案し

た。 

今回提案した使い方以外にも、都市間道路の整備効果

を検討することも可能であると考えている。今後は、こ

れらの指標を活用して道路の階層化に着目した整備効果

について検討していく。 

また、本稿では旅行速度の推移に着目して指標を試算

しているため、混雑により低速となっている区間と下位

の道路階層であるため低速となっている区間の区別がで

きていないため、今後は、道路種別などの情報も加えた

指標の設定についても検討していく。 
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図-29 指標の使い方の提案 
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・指標1-a：高速道路ネットワーク全体の評価や全国の都市

間道路サービスの相対比較

・指標1-b：交通状況の改善が必要であり、早期かつ即効
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・指標1-d：混雑区間や高速道路未整備区間を有するため、
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交通状況の改善が必要であり、早期かつ即効性のある対
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指標1-c：階層性を考慮したアクセス区間の評価

指標1-d：都市間連絡部分の望ましさの評価
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